
 

神戸大学ESDコース実施要領 

令和6年4月1日改正 

 （趣旨） 

第1 神戸大学の各学部規則等の規定により神戸大学ESD(Education for Sustainable Development： 

持続可能な開発のための教育）コース（以下「コース」という。）を置き，その実施に関し必要な 

事項を定める。 

 

 （設置目的） 

第2 コースは，各学部がアクション・リサーチ等を共通の手法としながら各学部間及び学内外の組織 

と連携して，持続可能な社会づくりに資する人材を養成することを目的とする。 

 

 （授業科目名及び単位数） 

第3 コースにおける授業科目名，単位数，開講時期及び開講学部等については，別表のとおりとする。 

 

  （修了要件） 

第4 コースを修了しようとする学生は，別表に定めるところに従い，13単位以上を修得しなければな 

らない。 

  

 （修了認定証の授与） 

第5 コース修了については，当該コースを履修した学生が所属する学部の教授会の議を経て認定を 

行い，修了を認定した者については，修了認定証を授与する。 

2 修了認定証の様式は，別紙のとおりとする。 

3 修了認定証は，原則として学位記授与式の日に交付する。 

 

 （雑則） 

第6 この要領に定めるもののほか，コースの実施に関し必要な事項は，ESDコース専門委員会が定め 

る。 

 

附 則 

1 この要領は，平成20年4月1日から実施する。 

2 令和2年4月1日に現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和2年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，神戸大学ESDコース実施要領の一部

を改正する要領（令和3年1月5日制定。以下「改正要領」という。）附則第2項の規定にかかわらず，

改正要領による改正後の神戸大学ESDコース実施要領第4及び別表（必要修得単位数に係る部分に限

る。）の規定を適用する。 

 

附 則 

この要領は，平成23年4月1日から実施する。 

 

附 則 

この要領は，平成24年4月1日から実施する。 

 

附 則 

この要領は，平成25年4月1日から実施する。 



 

附 則 

この要領は，平成26年4月1日から実施する。 

 

附 則 

この要領は，平成27年4月1日から実施する。 

 

附 則 

この要領は，平成28年4月1日から実施する。 

 

附 則 

この要領は，平成29年4月1日から実施する。 

 

附 則 

1 この要領は，平成30年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成30年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 

 

附 則 

1 この要領は，平成31年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成31年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 

 

附 則 

1 この要領は，令和2年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和2年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 

 

   附 則 

 この要領は，令和3年1月5日から実施する。 

 

附 則 

1 この要領は，令和3年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和3年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 

 

附 則 

1 この要領は，令和4年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和4年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 



 

附 則 

1 この要領は，令和5年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和5年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 

 

附 則 

1 この要領は，令和6年4月1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和6年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の要領にかかわらず,なお

従前の例による。 

 

 



 
別表 授業科目名，単位数，必要修得単位数，配当年次及び開講学部等 

 

授業科目区分等 授 業 科 目 名 単位数 
必要修得

単位数 
配当年次 開講学部等 

基礎科目 

Ⅰ

群 

実践農学入門 ２ 

１ 

１年次 農学部 
ＥＳＤ基礎（持続可能な社会づくり１） 

ＥＳＤボランティア論 

ＥＳＤ実践論 

１ 
１ 

２ 

１年次 
１年次 

３年次 

教養教育院 
教養教育院 

国際人間科学部 

Ⅱ

群 

ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり２）Ａ 

ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり２）Ｂ 

ＥＳＤ生涯学習論Ａ 

ＥＳＤ生涯学習論Ｂ 

１ 
１ 
１ 
１ 

２ 

１年次 

１年次 

１年次 

１年次 

教養教育院 

教養教育院 

教養教育院 

教養教育院 

関連科目 

環境人文学講義Ⅰ 
環境人文学講義Ⅱ 

２ 

２ 

６ 

２年次 

２年次 

文学部 
文学部 

比較政治社会論 

スポーツコミュニティ形成論 

幼児心理学演習 

初等理科論 

生活空間計画論 

緑地環境論 

知覚と行為（知覚・認知心理学） 

グローバル開発政策論 

生物多様性科学 

環境社会学 

環境経済学 

途上国農村地域開発論 

メディア論 

ライフコースの心理学（発達心理学） 

市民科学教育論 

障害共生教育論 

コミュニティ・ジェンダー論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

２ 

２ 

２年次 

３年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

３年次 

３年次 

１年次 

２年次 

２年次 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際法Ⅰ 
国際政治経済 
環境法 
社会保障法 
国際法Ⅱ 
国際法Ⅲ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２年次 

２年次 

３年次 

２年次 

２年次 

３年次 

法学部 
法学部 
法学部 
法学部 
法学部 
法学部 

社会コミュニケーション入門 ２ ２年次 経済学部 

社会環境会計 

人的資源管理 

２ 

２ 

２年次 

２年次 

経営学部 

経営学部 

海洋生物学 

生態科学 

２ 

２ 

２年次 

３年次 

理学部 

理学部 

地域医療学 

地域医療システム学 

行動科学 

公衆衛生学 

１ 

１ 

１ 

３ 

1～3年次 

３年次 

３年次 

３年次 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

国際保健 

災害保健 
緩和ケア論 
リハビリテーション工学・福祉用具学 
現代医療と生命倫理 

ＩＰＷ概論 

公衆衛生学 

環境・食品・産業衛生学 

小児疾病論 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２年次 

３年次 

４年次 

３年次 

１年次 

１年次 

２年次 

２年次 

２年次 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 



 
地球環境論 

水文学 
河川流域工学 

国際関係論 

都市地域計画 

合意形成論 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１年次 

３年次 

３年次 

３年次 

２年次 

３年次 

工学部 

工学部 

工学部 

工学部 

工学部 

工学部 

農と植物医科学入門 
熱帯有用植物学１ 
熱帯有用植物学２ 
樹木学 
食料生産管理学 
森林生態学 
土壌と環境 
森林保護学 
食料産業論 
途上国経済論 

２ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１年次 

３年次 

３年次 

１年次 

２年次 

２年次 

３年次 

３年次 

３年次 

３年次 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

現代海洋政策概論-１ 
現代海洋政策概論-２ 
海洋法政策概論-１ 
海洋法政策概論-２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

海洋政策科学部 

海洋政策科学部 

海洋政策科学部 

海洋政策科学部 

阪神・淡路大震災と都市の安全 

ボランティアと社会貢献活動Ａ 

ボランティアと社会貢献活動Ｂ 

１ 

１ 

１ 

２年次 

１年次 

１年次 

教養教育院 

教養教育院 

教養教育院 

フィールド 

演習科目 

ＥＳＤ演習Ⅰ（環境人文学） 

ＥＳＤ演習Ⅱ（環境人文学） 
２ 
２ 

４ 

２年次 

２年次 
文学部 
文学部 

ＥＳＤ演習Ⅰ１（国際人間科学） 

ＥＳＤ演習Ⅰ２（国際人間科学） 

ＥＳＤ演習Ⅱ１（国際人間科学） 

ＥＳＤ演習Ⅱ２（国際人間科学） 

１ 
１ 
１ 
１ 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

環境法演習 

国際法演習 

国際関係論演習 

２ 

２ 

２ 

３年次 

３年次 

３年次 

法学部 

法学部 

法学部 

ＥＳＤ演習Ⅰ（環境経済学Ⅰ） 

ＥＳＤ演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ） 

２ 

２ 
３年次 

３年次 

経済学部 

経済学部 

初期体験臨床実習 

早期臨床実習１ 

早期臨床実習２ 

地域社会医学実習 

ＩＰＷ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１年次 

２年次 

３年次 

４年次 

４年次 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

初期体験実習 

ＩＰＷ統合演習 

研究ゼミナール 

看護研究方法論 

寄生虫検査学実習 

検査統合演習 

日常生活活動学実習 

理学療法地域医療実習 

基礎作業学実習Ⅰ 

基礎作業学実習Ⅱ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１年次 

４年次 

２年次 

３年次 

３年次 

３年次 

２年次 

３年次 

２年次 

３年次 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

兵庫県農業環境論Ａ 
兵庫県農業環境論Ｂ 
実践農学 
ＥＳＤ総合演習 

１ 
１ 
２ 
２ 

２年次 
２年次 
２年次 
３年次 

農学部 

農学部 

農学部 

教養教育院 

必要修得単位数の合計 
１３単位

以上 
  



 

 （別紙） 

第        号 

 

神戸大学ＥＳＤコース修了認定証 

 

殿 
 

  年    月    日生 
 

上記の者は持続可能な社会づくりに資する人材を養成する神戸大学

ＥＳＤ（Education for Sustainable Development：持続可能な開発

のための教育）コースの所定の単位を修得したので同コース

修了者と認定する 

 

 

○○○○年○○月○○日 

 

 

国立大学法人神戸大学長 

○ ○  ○ ○ 


